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1. はじめに 
 道路案内標識は，ドライバーを安全かつ円滑に目的地

まで誘導するものであるが，その体系の不備が従来から

指摘されている．従来，案内標識の表示方法等について

は，（旧）土木研究所等で多面的・網羅的な研究がなされ，

優れた提案や示唆に富むものが多い 1)-4)．しかし，案内標

識をシステムとして捉え，目的地までの一般的な誘導方

法の原理・原則まで踏み込んだ研究は少ないといえる． 
 道路案内標識の起源は，古代ローマのアッピア街道の

マイルストーンや織田信長の一里塚にあるとされている．

これが，「あとどれだけ行けばどこに到着するか」という

標識に発展するのは必然であると考えられる．当時，「ま

ち（集落）」は点在し，案内すべき地名も少なかった．し

かし，今日，都市は連坦して境界が不明確になり，利用

者の目的地はそれぞれ異なるので，案内すべき都市名も

多くなり，標識体系の見直しが急務となっている．さら

に，高速道路のネットワーク化によって経路が複数存在

するようになり，JCT等での案内誘導が重視されるよう

になってきている． 
 案内標識の現代的な課題については，2005年の土木計

画学研究発表会（春大会）にて企画論文セッションを組

んでいるのでご参照いただきたい．このなかで若林 5)は， 
1) 高速道路のネットワーク化が進行しており，ネット

ワーク的案内方法の確立， 
2) 長距離の経路誘導および， 
3) 複数経路案内の問題， 
4) 外国人ドライバーに対する分かりやすい案内の方法，

5) 交通事故削減への役割 
等，案内標識の新しい体系を広く議論する時期に来てい

ると述べている．本研究では，各国および従来提案され

ている案内誘導の考え方を整理し，『Principle』の重要性

を述べ，Principleの存在が希薄な原因を道路案内標識の

歴史的経緯から考察したうえで，道路案内，骨格誘導，

JCT案内法のあり方を考察する． 
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2. 海外にみる道路案内標識と経路誘導方法 

 ここでは，海外の事例としてアメリカ合衆国とドイツ

をとりあげる 6)． 
(1) アメリカ合衆国 
 路線番号を主として案内する基本方針によって経路誘

導がなされている．また，複数の路線番号が同一道路区

間にまたがっている場合にも，複数の路線番号が同時に

表示されており，多車線の場合にはレーン毎に表示が提

供されている．このため，ドライバーは，目的地までの

路線番号が表示された標識の下のレーンを走行すること

によって目的地へと誘導される．主な特徴は以下のとお

りである． 
1) 道路種別は，Interstate（州際道路），United States（国

道），Primary State（主要幹線州道），Secondary State（補

助幹線州道），County（カウンティ）等である（図-1参
照）． 
2) 複数路線の重用区間においても，原則としてすべて

の路線番号が表示されている． 
3) レーン上の案内標識は，主として路線番号と東西南

北の方向によって案内されている． 
4) Interstate（州際道路）においては，原則として東西方

向のフリーウェイは偶数番号，南北方向は奇数番号が用

いられている． 
5) 幹線に対する道路機能を区別する必要があるところ

では，3桁の州際道路番号とし，都市を通過あるいは都

市を迂回する道路は百位の数字が偶数，都市へ流入する

支線（Spur）は奇数としている（そのようになっていな

い実態も見受けられる）．4)と5)は，『the Interstate System』 
 

 
図-1 アメリカ合衆国道路地図上での路線番号表示 

（RAND McNALLY 道路地図から） 



と呼ばれている． 
6) ある路線が，分岐してまた合流する場合には，例え

ばミネアポリスでのように，35W と 35E（西と東）と並

行する路線を区別している． 
7) United States Highway（国道）においては，ALTを代

替経路，BYPをバイパスとして路線番号の頭につけ，同

一の路線番号と区別している（1,2,5,6,7はRAND 
McNALLY 道路地図の凡例による）．なお，他にもいくつ

かの略号が併用されている． 
(2) ドイツ 
 アウトバーン等のドイツ国内の道路においてはアメリ

カほど多車線ではなく（片側 3車線程度），路線番号と都

市名によって経路誘導がなされている． 
1) 道路種別は，Europastrasse（国際道路）（「ss」は「エ

スツェット」），Autobahn（高速道路），Bundesstrasse（国

道）等である（図-2参照）．Europastrasseは，Autobahn
との重用区間が大部分である． 
2) 複数路線の重用区間においても，原則としてすべて

の路線番号が表示されている． 
3) 方面および方向を表す案内標識は，図-3のようであ

る．なお，高速道路出口においては，図-4 左のように方

面地名が示され，図-4右 3図のような予告標識が100m
毎に設置され，斜線の数がカウントダウンの調子で減少

するのに合わせて右折流出すればよいようになっている．

この流出操作は非常にスムースである． 
 
 
 
図-2 ドイツでの路線番号標識 7) 
（上から国道（黄色に黒字），アウト

バーン（青地に白字），国際道路（緑

地に白字） 
 
 
 

 

図-3 ドイツにおける方面および方向を示す標識 7) 
（左：国道，右：アウトバーン） 

 
図-4 アウトバーン出口における表示 7) 

 
図-5 市町村標識（表側と裏側）7) 

（黄色地に黒字，斜線は赤） 

 
図-6 優先道路標識と優先道路終了標識 7) 

（外側から黒，白，黄色の順，3本の斜線は黒） 
 
4) アウトバーン以外のアクセスコントロールされてい

ない道路においては，行政上の境界を図-5 左のような市

町村名の表示があり，その裏側には（あるいは逆方向側）

には，図-5右のようにその行政区域が終わることの表示

がなされている．このため，自分が地図上のどこにいる

のかがわかりやすい． 
5) アウトバーン以外では，優先道路を示す標識が表示

されている（図-6左）．この標識がある限り交差点等で

一時停止をしなくてよいし，道路番号の連続性を示して

くれるので，道に迷わない安心感が提供される．なお，

図-6 右は，優先道路が終了することを示す標識である． 
6) アウトバーンは，現在でも整備途上であり，アウト

バーンの延伸等に伴って路線番号が変更される場合があ

る． 
 なお，以上の（1），（2）に関しては，それぞれの国の

道路案内標識資料や道路地図を基礎としているが，すべ

てを網羅していない可能性があることを付記しておく． 
 
3. 道路案内標識の歴史的経緯と表示原則確立の必要性 9) 
 わが国の道路案内標識の原型は室町時代の一里塚であ



る 10)．わが国の一里塚の起源は中国にあり，古代中国で

は，道路交通が発達し，道路を管理する認識が発達する

につれて，一定の距離に土塚を築いたのが始まりである
10)．中国では朝廷への運搬路には10里（中国の 1里は約

500 メートル）ごとに 1 駅（駅とは郵便制度の郵駅を駅

と称した）置き，5 里ごとに 1 塚（塚とは固定的な距離

標識であり，一定の距離ごとに置かれた土塚のことであ

る）を置いたとされている．そして，3 世紀には 1 里ご

とに高さ5尺の銅表を置いて里数を示した．これが一里

塚の起源である 10)． 
 日本では，室町時代の末期（1540年）に将軍足利義晴

が 40里（日本の 1里は約 4キロメートル）を 1町とし，

松と榎を植えさせたという記録が残っている．大阪府高

槻市に残っている一里塚が当時の名残といわれている．

（当時の足利幕府にそれだけの権力があったかは疑わし

く，実際のところ明らかではない）．しかしながら，当時

一里塚が日本に存在したことは「箕輪軍記」に記述され

ている．制度的に実施されたのは，織田信長が全国制覇

をしてからで，1550 年に 36 町を 1 里と定めて大塚を作

るよう指示している 10)．江戸時代の一里塚は街道の整備

の際，並木として松や杉の植林とともに整備された．江

戸時代の一里塚は日本橋を起点とし，里程が計算された
10)．なお，現在でも日本橋を起点とする国道が多い． 
 その後明治時代には，牛馬車，荷車の時代となり，「制

札」により，禁止等を指示する様になったが，制札の様

式は官公省ごとにまちまちであった．その後明治32年に

6 月に警視庁「制札制文例」を通達し，東京府下の制札

の様式を統一，標識例の原典となった．明治後期は，制

札を「傍標」と呼び，この頃から自動車が出現した 11)． 
 大正 8年 1月，内務省令「自動車取締令」を制定．同

年 4月「道路法」制定，道路標識を道路の附属物として

位置づけた 11)．大正 11 年 11 月内務省令「道路警戒標及

び道路方向標に関する件」制定．わが国で初めて道路標

識の全国統一がなされた．道路方向標は 1種類（道路名，

方面，方向，距離を表示）に統一された 11)． 
 以上から，道路案内標識は，古代の一里塚が起源であ

り，行先の都市案内や地名案内が主たる目的であり，そ

れがそのまま現代まで受け継がれてきたものといえる．

ここには道路を経路ごとに案内する等の明確な案内原則

（Principle）はあまりないように考えられる．すなわち，

道路案内標識の起源や原理原則はもともと都市案内であ

って道路案内ではないということができる．したがって，

1.で述べた現代的な必要性から，道路案内標識の表示原

則を改めて確立する必要が高いと考えられる． 
 
4. 満田の提案 
 満田は，一般道（便宜上この名を用いる）および高速

道路の案内誘導について独自の見解を述べている． 

(1) 一般道 12) 
 一般道については次のように考えておられる． 
1) 「都市案内」と「道路案内」は区別するべきである．

これは，歴史的発達過程として，都市国家あるいは「オ

アシス都市」が当初は点在したために都市名を案内して

も当初は問題なかったが，都市が肥大化し家屋が連坦す

るようになると都市案内では限界があるいうことに起因

している．道路の案内とは次に示す路線の案内であると

している． 
2) 路線番号を主とした案内誘導をとるべきである．こ

れは，「バスの系統番号」と同じ考え方である． 
3) 2)の「路線番号表示」では，終始一貫して路線の起

終点を案内する．例えば，国道 1号では「日本橋」と「梅

田」である． 
4) ドライバーの現在地確認は，交差する道路の路線番

号から可能である． 
5) したがって，満田の提案する標識体系は 3種類あり， 
① 「基本標識」：現在の108 系を中心とする標識と路線

番号標識によって起終点と路線番号を案内する．路線番

号標識は，バイパスや旧道についてはアルファベットを

併用して区別する． 
② 「確認標識」：交差点や分岐点を通過後に「路線番号

標識」のみの提供でよい． 
③ 「サービス標識」：現在の 106系（本面および距離）

などすべてを「サービス標識」として位置づける． 
(2) 高速道路 13),14) 
 高速道路については次のように考えておられる． 
1) 高速道路は「通過を主とする道路」であるので，一

般道を「1階」とすれば階段でアクセスする「2階」に相

当する． 
2) 高速道路の網構成は，ジャンクション間の接続関係

でのみで表現できるので，案内方法を一般道とは別とし，

「次に通過するジャンクション」の案内を基本とすべき

である，と述べている．したがって，高速道路の路線番

号も高速道路名も不要である，としている． 
3) 高速道路でも，一般道と同様に，「本線標識」「出口

標識」「サービス標識」の3種類で構成できるとしている． 
 これらの方法では，一般道においては起終点の地名が

一般的かどうか，高速道においては，目的地まで多数の

ジャンクション名を覚える必要がある，同じジャンクシ

ョンに至る複数の経路があり得る場合の若干の改良が必

要と思われる． 
 
5. プリンシプルの確立の提案 

 以上みてきたように，道路標識の案内方法には種々の

原理があり得るように思われる．当企画論文部門では，

我が国における今後の望ましい『案内情報』をどう確立



するかを議論するのが目的である．本論文では，紹介し

た 2国と 1提案の「良いとこ取り」を試みてみたい． 
(1) 誰が行っても同じ表示方法になること 
 重要なことは，案内標識標示の『原理・原則』を立て

れば，あとは自動的に決まる，というような『プリンシ

プル』の確立が重要であると考えられる．すなわち，『プ

リンシプル』とそれに基づいた『基本方針』を定めれば，

誰が行っても同じ表示が可能となる方法を編み出す必要

があるのではないかと考える． 
(2) ドラスティックな変更は避けること 
 基本的方法として，現在我が国で提供されている案内

情報内容を大きく変えることなく，その情報提供の基本

方針を転換すればよいのではないかと考えられる． 
(3) 具体的な提案 
1) 満田のいうように「都市案内」と「道路案内」は区

別するべきである．これは，ドライバーによって目的都

市がそれぞれ別であるので，道路は「自分自身の案内」

に徹することにすればよい．現在の「基準地」「重要地」

「主要地」「一般地」の地名は「道路の通過地名」として

位置づけ，利用者は各自の目的地と道路の「通過地名」

との関係を把握するべきである． 
2) 道路は「路線番号」と行き先の方向を東西南北

（NEWS）で示すと分かりやすいのではないか．例えば，

国道41号の場合は，「41-N」「41-S」のようである．また，

バイパスなども「161B-N」などとすればどうであろうか． 

 
図-7 アウトバーンのジャンクションでの案内方法 8) 

3) 高速道路のインターチェンジ番号は道路地図に印刷

するなど，もっと活用するべきではないか． 
4) 現在，東京から九州へ行こうとすると覚えるべき「高

速道路名」が多すぎる．道路の「管理名」と「利用者用

の高速道路番号」を分離したらどうであろうか． 
5) 案内標識の表示と認知地図との合致性をもっと高め

るべきである．図-7 に示すドイツの案内誘導では，「認

知地図との一致」が保たれていない．また，分岐前の表

示も複数回数にすればよい．例えば，伊勢湾岸道を西へ

向かい，東名阪道の名古屋方面と津方面への分岐は，

「左」へ行けば北上して名古屋方面，「右」へ行けば南下

して津方面となる．分岐の方向と認知地図とが不一致で

あるが，「予告標識」が4回現れ，非常に分かりやすく工

夫されている． 
6) その他考慮すべきこと 
 例えば，札幌市の交差点名が「街区の案内」となって

いること等，地域性のある案内が存在しているので，こ

れらとの調和も考慮する必要がある． 
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